
登山道（中間道）通行情報
令和３年１２月２２日から当面の間、中間道第２見晴
付近の『鋼製階段』の通行が出来なくなります。

落石箇所

群馬県自然環境課
※石門登山口からの入山は出来ません
※第２見晴付近の鋼製階段が通行止めとなります（R3.12.22～当面の間）

×

通行止箇所：

進入禁止：

鋼製階段通行止


